
新      旧      対      照      表 

新 旧 

 

別表(第 3条関係) 

 

別表(第 3条関係) 

1 供用日及び供用時間 1 供用日及び供用時間 

都

市

公

園

名 

公園施

設名 
供用日 供用時間 

高

知

公

園 

高知城

天守・

懐徳

館・東

多聞・

廊下門 

1月 2日から 12月 25日

までの毎日 

午前 9時から午後 5時まで  

駐車場 1月 1日から 12月 31日

までの毎日 

午前 7時 30分から午後 6時 30

分まで(観光バスにあっては、こ

の供用時間以外の時間(以下｢供

用時間外｣という。)においても

利用することができるが、供用

時間外においては駐車場に入場

し、又は駐車場から出場するこ

とはできない。) 

室

戸

広

域

公

野球場 

運動広

場 

屋内運

動場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 8時 30分から午後 5時まで 

都

市

公

園

名 

公園施

設名 
供用日 供用時間 

高

知

公

園 

高知城

天守・

懐徳

館・東

多聞・

廊下門 

1月 2日から 12月 25日

までの毎日 

午前 9時から午後 5時まで  

駐車場 1月 1日から 12月 31日

までの毎日 

午前 7時 30分から午後 6時 30

分まで(観光バスにあっては、こ

の供用時間以外の時間(以下｢供

用時間外｣という。)においても

利用することができるが、供用

時間外においては駐車場に入場

し、又は駐車場から出場するこ

とはできない。) 

室

戸

広

域

公

野球場 

運動広

場 

雨天練

習場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 8時 30分から午後 5時まで 



園 雨天練

習場 

屋根付

き多目

的広場 

会議室 

附属設

備 

野

市

総

合

公

園 

のいち

動物公

園 

1月 2日から 12月 26日

までの期間のうち月曜日

(月曜日が国民の祝日に関

する法律(昭和 23年法律

第 178号)第 3条に規定す

る休日(以下この表におい

て「休日」という。)に該

当するときは、その翌日

以後の直近の休日以外の

日)を除く日 

午前 9時 30分から午後 5時まで 

春

野

総

合

運

動

公

園 

野球場 

ソフト

ボール

場 

運動広

場 

多目的

広場 

テニス

コート 

体育館 

球技場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 8時 30分から午後 5時まで 

園 屋根付

き多目

的広場 

附属設

備 

野

市

総

合

公

園 

のいち

動物公

園 

1月 2日から 12月 26日

までの期間のうち月曜日

(月曜日が国民の祝日に関

する法律(昭和 23年法律

第 178号)第 3条に規定す

る休日(以下この表におい

て「休日」という。)に該

当するときは、その翌日

以後の直近の休日以外の

日)を除く日 

午前 9時 30分から午後 5時まで 

春

野

総

合

運

動

公

園 

野球場 

ソフト

ボール

場 

運動広

場 

多目的

広場 

テニス

コート 

体育館 

球技場 

陸上競

技場 

水泳場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 8時 30分から午後 5時まで 



陸上競

技場 

水泳場 

屋内運

動場 

射撃場 

アーチ

ェリー

場 

相撲場 

会議室 

附属設

備 

土

佐

西

南

大

規

模

公

園 

集会所 

球技場 

テニス

コート 

オート

キャン

プ場 

多目的

棟 

体育館 

運動広

場 

会議室 

大方地

区キャ

ンプ場 

多目的

芝生広

1月 4日から 12月 28日

までの期間のうち火曜日

を除く日(オートキャンプ

場及び多目的棟並びに附

属設備にあっては 1月 1

日から 12月 31日までの

毎日、大方地区キャンプ

場及び附属設備にあって

は 4月 1日から 10月 31

日までの毎日) 

午前 8時 30分から午後 5時まで

(オートキャンプ場及び大方地区

キャンプ場並びに附属設備にあ

っては利用区分に応じ午後 3時

から翌日の午後 1時まで又は午

前 10時から午後 4時まで、多目

的棟及び附属設備にあっては利

用区分に応じ午前 8時 30分から

午後 5時まで又は午後 3時から

翌日の午前 11時まで) 

屋内運

動場 

射撃場 

アーチ

ェリー

場 

相撲場 

会議室 

附属設

備 

土

佐

西

南

大

規

模

公

園 

集会所 

球技場 

テニス

コート 

オート

キャン

プ場 

多目的

棟 

体育館 

運動広

場 

会議室 

大方地

区キャ

ンプ場 

多目的

芝生広

場 

附属設

備 

1月 4日から 12月 28日

までの期間のうち火曜日

を除く日(オートキャンプ

場及び多目的棟並びに附

属設備にあっては 1月 1

日から 12月 31日までの

毎日、大方地区キャンプ

場及び附属設備にあって

は 4月 1日から 10月 31

日までの毎日) 

午前 8時 30分から午後 5時まで

(オートキャンプ場及び大方地区

キャンプ場並びに附属設備にあ

っては利用区分に応じ午後 3時

から翌日の午後 1時まで又は午

前 10時から午後 4時まで、多目

的棟及び附属設備にあっては利

用区分に応じ午前 8時 30分から

午後 5時まで又は午後 3時から

翌日の午前 11時まで) 

 



場 

附属設

備 
 

2 時間外供用 2 時間外供用 

都市公園

名 
公園施設名 時間外供用する期間 

時間外供用する

時間 

室戸広域

公園 

野球場 

運動広場 

屋内運動場 

雨天練習場 

屋根付き多目的

広場 

会議室 

附属設備 

5月 1日から 6月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

7月 1日から 8月 31日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 7時まで 

9月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

春野総合

運動公園 

野球場 4月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午前 7時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 6時まで 

ソフトボール場 

運動広場(運動広

場Ａを除く。) 

多目的広場 

球技場 

3月 1日から 4月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 6時まで 

9月 1日から 9月 30日

までの毎日 

5月 1日から 8月 31日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 8時まで 

都市公園

名 
公園施設名 時間外供用する期間 

時間外供用する

時間 

室戸広域

公園 

野球場 

運動広場 

雨天練習場 

屋根付き多目的

広場 

附属設備 

5月 1日から 6月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

7月 1日から 8月 31日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 7時まで 

9月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

春野総合

運動公園 

野球場 4月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午前 7時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 6時まで 

ソフトボール場 

運動広場(運動広

場Ａを除く。) 

多目的広場 

球技場 

3月 1日から 4月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 6時まで 

9月 1日から 9月 30日

までの毎日 

5月 1日から 8月 31日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 8時まで 



運動広場Ａ 

陸上競技場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 9時まで 

テニスコート 

体育館 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

水泳場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 8時 30分ま

で 

屋内運動場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

射撃場 

アーチェリー場 

5月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

相撲場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

土佐西南

大規模公

園 

集会所 火曜日を除く 1月 4日か

ら 12月 28日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

球技場 

多目的芝生広場 

火曜日を除く 5月 1日か

ら 9月 30日までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

テニスコート 

体育館 

火曜日を除く 3月 1日か

ら 11月 30日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

火曜日を除く 12月 1日

から 2月 28日までの毎

日 

午後 5時から午

後 8時まで 

多目的棟 1月 1日から 12月 31日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

運動広場 火曜日を除く 1月 4日か

ら 12月 28日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 
 

運動広場Ａ 

陸上競技場 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午前 6時から午

前 8時 30分ま

で 

午後 5時から午

後 9時まで 

テニスコート 

体育館 

1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

水泳場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 8時 30分ま

で 

屋内運動場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

射撃場 

アーチェリー場 

5月 1日から 9月 30日

までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

相撲場 1月 4日から 12月 28日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

土佐西南

大規模公

園 

集会所 火曜日を除く 1月 4日か

ら 12月 28日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

球技場 

多目的芝生広場 

火曜日を除く 5月 1日か

ら 9月 30日までの毎日 

午後 5時から午

後 7時まで 

テニスコート 

体育館 

火曜日を除く 3月 1日か

ら 11月 30日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

火曜日を除く 12月 1日

から 2月 28日までの毎

日 

午後 5時から午

後 8時まで 

多目的棟 1月 1日から 12月 31日

までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 

運動広場 火曜日を除く 1月 4日か

ら 12月 28日までの毎日 

午後 5時から午

後 9時まで 
 



 


